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●期日前投票所ごとに開設期間・ 時間が異なります。

●投票日当日（ 1 0 月2 7 日）は、住所ごとに割り 振られた投票所でし か投票できません。（ 裏面参照）

一部の投票所が変わりまし た ●ご自宅に届く「 選挙のお知らせ」に案内図を添付します。ご確認く ださ い。

期日前投票期間・ 投票所一覧

衆議院議員選挙 1 0 月1 5日（ 火）

豊島区全域が、文京区と 東京第１０ 区と なりまし た

公示日

投票日

豊島区で投票できる方

令和6 年

10 月2 7日 日

午前7 時～午後8 時

❶ 日本国籍の方

❷ 生年月日が平成1 8 年1 0 月2 8 日以前の方

❸ 令和6 年7 月1 4日以前に豊島区に転入届出をし た方

❹ 投票する日現在、豊島区の選挙人名簿に登録さ れている方

注釈 ：  令和6 年6 月1 6 日以降に転出さ れた方で、新住所の選挙人名簿に登録さ れて

　 　 　 いない方は、豊島区で投票できる場合があるので、お問い合わせく ださ い。

令和５ 年度　 明るい選挙ポスタ ーコ ンク ール豊島区

中学生の部最優秀作品

区立池袋中学校２ 年　 小林 桃さ ん作

区役所本庁舎

旧朝日中学校

西部区民事務所

西武池袋本店

東武百貨店池袋本店

1 0 月1 6日（ 水）～

1 0 月2 6日（ 土）

1 0 月1 9日（ 土）～

1 0 月2 6日（ 土）
午前1 0 時～午後8 時

午前1 0 時3 0 分～午後7 時

午前8 時3 0 分～午後8 時

期日前投票所会場 開設期間 開設時間 所在地等

8 階会議室　 南池袋2 -4 5 -1

（ 東池袋駅1 番出口側直結、都電・ バスも 便利です）

体育館　 西巣鴨4 -9 -1

（ 西巣鴨駅 徒歩2 分・ 都電新庚申塚駅 徒歩4 分）

2 階会議室　 千早2 -3 9 -1 6

（ 千川駅3 番出口　 徒歩6 分）

別館2 階　 南池袋1 -1 8 -2 1

レスト ラン街スパイス1 2 階　 西池袋1 -1 -2 5

変更する投票所

第2 0 投票所

投票できるかたのお住いの区域

高田1 丁目・ 2 丁目

変更する投票所

区民ひろば高南第一　【 高田2 -1 1 -2 】

区ホームページに選挙の各種情報を詳しく 掲載し ています。 ▼

（ ❶～❹すべてに当てはまる方）

https://www.city.toshima.lg.jp/
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投票所一覧

10 月2 7 日（ 日）は衆議院議員選挙の　 　 　 　   です。投票日

●一覧表の町名は五十音順です。　 ●詳しく はご自宅に届く「 選挙のお知らせ」をご覧く ださ い。

投票区 投　 票　 所投票できるかたのお住いの地域

第1 投票所

第2 投票所

第3 投票所

第4 投票所

第5 投票所

第6 投票所

第7 投票所

第8 投票所

第9 投票所

第1 0 投票所

第1 1 投票所

第1 2 投票所

第1 3 投票所

第1 4 投票所

第1 5 投票所

第1 6 投票所

第1 7 投票所

第1 8 投票所

第1 9 投票所

第2 0 投票所

第2 1 投票所

第2 2 投票所

第2 3 投票所

第2 4 投票所

第2 5 投票所

第2 6 投票所

第2 7 投票所

第2 8 投票所

第2 9 投票所

第3 0 投票所

第3 1 投票所

第3 2 投票所

第3 3 投票所

第3 4 投票所

第3 5 投票所

第3 6 投票所

第3 7 投票所

第3 8 投票所

第3 9 投票所

第4 0 投票所

第4 1 投票所

豊島区役所東池袋分庁舎　【 東池袋１－３９－２】

上池袋図書館　 視聴覚室（ 地下）　【 上池袋２－４５－１５】

池袋第一小学校　【 上池袋４－２８－１】

豊成小学校　 ロビー　【 上池袋１－１８－２４】

西巣鴨小学校　 体育館　【 西巣鴨１－２７－１】

巣鴨北中学校　 武道場　【 西巣鴨３－１７－１】

朝日小学校　 家庭科室　【 巣鴨５－３３－１】

駒込小学校　 ロビー　【 駒込３－１３－１】

区民ひろば駒込（ 旧駒込児童館）　 子育てひろばさく らホール　【 駒込２－２－４】

仰高小学校　 ロビー　【 駒込５－１－１９】

清和小学校　 体育館　【 巣鴨３－１４－１】

東部区民事務所　 会議室　【 北大塚１－１５－１０】

巣鴨小学校　 視聴覚室　【 南大塚１－２４－１０ 】

区民ひろば南大塚仮施設　 １階　【 南大塚２－３６－２】

西巣鴨中学校　 会議室　【 南大塚３－１８－１】

朋有小学校　 図書室棟　【 東池袋４－４０－１】

豊島区役所　８階８０７・８０８会議室　【 南池袋２－４５－１ 】

南池袋小学校　 体育館　【 南池袋３－１８－１２ 】

雑司が谷公園丘の上テラス(旧高田小学校）　【 雑司が谷２－１２－１ 】

区民ひろば高南第一　【 高田２－１1－2 】

千登世橋中学校　 会議室　【 目白１－１－１ 】

目白小学校　 ヒマラヤホール　【 目白２－１１－６ 】

男女平等推進センタ ー(としま産業振興プラザ３階)　【 西池袋２－３７－４】

池袋第三小学校　 体育館　【 西池袋３－１４－３】

西池袋中学校　 ロビー　【 西池袋４－７－１】

旧真和中学校　【 目白５－２４－１２】

富士見台小学校　 図書室　【 南長崎１－１０－５】

長崎小学校　 体育館　【 長崎２－６－３】

椎名町小学校　 特別支援教室（ 旧ランチルーム）　【 南長崎４－３０－５】

南長崎スポーツセンタ ー　 会議室　【 南長崎４－１３－５】

さく ら小学校　 家庭科室　【 長崎６－１６－１】

千早小学校　 家庭科室　【 千早３－３３－５ 】

学び舎ぴいす（ 千川中学校仮校舎）　 体育館　【 千早２－３９－１６ 】

要小学校　 教室　【 要町２－３－２０】

ふるさと 千川館（ 旧千川小学校体育館）　【 要町３－５５－１８ 】

高松小学校　 多目的室　【 高松２－５７－２２】

要町第一区民集会室　 会議室　【 要町１－５－１】

みらい館大明　 ロビー　【 池袋３－３０－８ 】

池袋小学校　 図工室　【 池袋４－２３－８】

池袋本町小学校・ 池袋中学校　 つながりホール　【 池袋本町１－４３－１】

池袋第一小学校仮校舎　（ 旧文成小） ロビー　【 池袋本町４－３６－１】

東池袋１丁目(1 ～2 3・ 2 8 ～5 0 番)・２丁目(3 4～6 3 番)・３丁目(２～1 5 番)

上池袋２丁目

上池袋３丁目・４丁目

北大塚３丁目・ 上池袋１丁目

西巣鴨１丁目・２丁目

西巣鴨３丁目・４丁目

巣鴨４丁目(2 7 ～4 4 番)・５丁目

駒込３丁目・６丁目・７丁目

駒込１丁目・２丁目

駒込４丁目・５丁目・ 巣鴨１丁目(１～3 3 番)・２丁目

巣鴨３丁目・４丁目(１～2 6 番)

北大塚１丁目・２丁目

巣鴨１丁目(3 4 ～5 1 番)・ 南大塚１丁目

南大塚２丁目

南大塚３丁目・ 東池袋２丁目(１～3 3 番)

東池袋３丁目(１・ 1 6 ～2 3 番)・４丁目(9 ～2 0・ 2 9 ～4 1 番)・５丁目(1 1～5 2 番)

東池袋１丁目(2 4 ～2 7 番)・４丁目(1 ～8・ 2 1 ～2 8 番)・５丁目(1 ～1 0 番)・ 南池袋２丁目・４丁目

南池袋１丁目・３丁目・ 雑司が谷３丁目

雑司が谷１丁目・２丁目

高田１丁目・２丁目

高田３丁目・ 目白１丁目（ １～６番）

目白１丁目（ ７番）・２丁目・３丁目

西池袋１丁目・２丁目

西池袋３丁目・５丁目

西池袋４丁目

目白４丁目・５丁目

南長崎１丁目・２丁目

長崎１丁目・２丁目・３丁目

南長崎３丁目(1 0 ～4 2 番)・４丁目(2 4 ～4 4 番)・ 南長崎５丁目(1 1 ～3 3 番)・６丁目(1 0 ～3 8 番)

南長崎３丁目(１～９番)・４丁目(１～2 3 番)・５丁目(１～1 0 番)・６丁目(１～９番)

長崎５丁目・６丁目・ 千早４丁目

長崎４丁目・ 千早３丁目

千早２丁目

千早１丁目・ 要町２丁目

要町３丁目・ 千川１丁目・２丁目

高松２丁目・３丁目

要町１丁目・ 高松１丁目

池袋２丁目(１～4 0 番)・３丁目(１～5 9 番)

池袋１丁目・２丁目(4 1 ～7 8 番)・３丁目(6 0～7 1 番)・４丁目

池袋本町１丁目・２丁目

池袋本町３丁目・４丁目

注釈 ：  選挙公報は公示日以降の発行です。期日前投票・ 不在者投票の場合、投票の
　 　 　 日時によっては作成が間に合わないこと があります。

立候補者や政党の情報をご覧いただけます。投票日当

日の2 日前までに各世帯に配布するほか、区役所、区

民事務所等の開設し ている区施設でも 配布します。ま

た東京都選挙管理委員会のホームページでも ご 覧に

なれます。

1 0 月1 8 日頃までに郵便で 発送し ます。「 選挙のお知

ら せ」が届かない、紛失したなどの場合でも 選挙人名簿

に登録さ れている 方は投票できます。投票所係員に

お申し 出く ださ い。

選挙公報

注釈 ：  いずれの投票方法も 投票用紙等請求手続きに日数を要するため、早目に問い
　 　 　 合わせてく ださ い。

  滞在先で投票

一時的な滞在先等の選挙管理委員会で投票できます。

  病院などで投票

都道府県選挙管理委員会指定の病院や老人ホーム等

に入院・ 入所中の方は院内・ 施設内で投票できます。

不在者投票

「 選挙のお知らせ」
体に重度の障害などがある方が利用できる制度です。本

制度の利用には要件があります。また、郵便等投票証明

書の発行が必要です。投票用紙の請求期限は10月23日

（ 水）です。早目にお問い合わせく ださい。

郵便などによる投票


